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中期経営計画（2006 年度～2008 年度）について 

 

平成１８年３月１６日 
（株）日本証券クリアリング機構 

 
 

Ⅰ．今年度の業務総括 

１．事業計画について 

今年度に取り組むべき施策として掲げていた事業計画への対応状況は以下のとお

りであり、主要な課題は着実に実現できたといえる。 

（１）「サービスの質の向上」に向けた施策 

① リスク管理機能の強化 

・ 清算基金について、参加者の急激なポジションの変化にも十分カバーできる水
準となるよう、制度の見直しを行うこととした。（本年７月から実施予定） 
・ 当社がより適切に参加者管理を行うため、清算参加者が業務方法書に違反した
場合等の措置として、清算資格の取消し及び債務引受の停止に加え、改善指示

を新設した。 

② 提供サービスに係る利便性向上・機能強化 

・ 証券保管振替機構（保振）における一般振替ＤＶＰとの連携強化及び参加者の
利便性向上の観点から、ネットデビット計算の処理頻度を増加した。 
・ ＳＴＰ促進の観点から、保振において導入された一般債振替制度に参加し、一
般債に係る決済や担保手続きを口座振替により行えるよう対応した。 
・ 新清算システムの稼働により、担保関係手続きの利便性向上を実現した。 
 

（２）「業務・財務に係る基盤強化」に向けた施策 

① システムの安定的な稼働に関する対応 

・ 債務引受件数の増加に対応するため、旧清算システムの処理能力を３回にわた
り増強した。 
・ 本年１月３０日から新清算システムを稼働させた。 
・ ＢＣＰ（緊急時事業継続計画）を公表するとともに、緊急事態を想定した内部

訓練を定期的に実施した。 
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② 財務基盤の強化に関する対応 

・ 現物取引に係る清算手数料体系の見直しを行い、現行の債務引受額に基づく手
数料に加え、債務引受件数に基づく手数料及び固定手数料を新たに導入するこ

ととした。（本年１０月から実施予定） 
 

２．決済条件の改定について 

昨年１２月８日、ジェイコム株式会社株式について、みずほ証券の誤発注による売

買が成立し、決済日における株券の受渡しが事実上不可能となる、我が国証券市場始

まって以来の出来事ともいうべき事態が発生した。 
この事態に対し、証券市場の機能・信頼性を維持する観点から、業務方法書第８２

条に基づき、株券の授受に代えて金銭の授受により決済を行うよう決済条件の改定を

行い、決済を結了させた。 

また、当該決済条件の改定に関し、「ジェイコム株式の誤発注に係る措置等に関す

る委員会」を設置し、同委員会からの報告を踏まえ、みずほ証券に対し業務方法書に

基づく改善指示の措置を行うとともに東京証券取引所に対し改善の要請を行った。 

 
３．清算システムの処理能力の問題について 

本年１月１８日、東京証券取引所における注文件数及び約定件数の急増に伴い、同

取引所において株式等全銘柄の売買停止が行われる事態に至った。 

本件について、当社に対しても、金融庁長官から証券取引法第１５６条の１５に基

づき清算業務に関する報告書の提出命令が出され、１月３１日付けで、清算システム

に係るこれまでの能力増強の経緯や改善措置を記載した報告書を提出した。 

 
 
Ⅱ．当社を取り巻く環境の変化 

以下のとおり、証券市場における清算機関の重要性が内外でより一層高まるなか、

特に業務運営の安定性、確実性に対する要請が強くなっている。 

・ 景気が回復基調にあり、株価が堅調に推移するなか、インターネット取引の拡
大等により、約定金額及び約定件数は過去最高の水準となっている。こうした

中、安定的な業務運営に支障を生じることがないよう、証券インフラに対し十

分な処理能力を確保することが強く求められている。 
・ また、証券インフラを含めた証券市場全体のＢＣＰに関する検討が進められる

など、緊急時対応に関する問題意識が高まっている。 
・ 一方、海外では、欧州の取引所の統合に合わせて、清算・決済に係る国境を越

えたサービスの提供に向けた動きが一段と進捗しており、清算機関のあり方が

注視されている。 
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Ⅲ．今後の「経営方針」及び「事業計画」 

「証券取引における効率性、利便性及び安全性の向上を追求し、我が国証券市場の

国際競争力の強化に資する」との経営の基本理念のもと、国際的にも最先端の清算機

関となることを目指しつつ、上記の環境変化を踏まえ、以下のとおり、今後の経営方

針及び具体的事業計画を策定する。 

１．当社の経営方針 

（１）業務運営基盤の更なる強化 

清算業務の確実な遂行は、統一清算機関である当社にとって当然に果たすべき役

割であり、これまでも安定的な業務提供を行うための基盤を強化してきたが、シス

テム面を中心に一層の基盤強化が求められている状況を踏まえ、「業務運営基盤の

更なる強化」を経営の基本方針とし、具体的な施策を検討していく必要があると考

えられる。 
 

（２）提供業務の質の向上 

我が国証券市場における中核的インフラとしての当社の位置付けに鑑みると、業

務運営基盤だけでなく、ソフト面の強化、すなわち、清算機関にとって業務の根幹

をなすリスク管理機能やその他の提供業務の強化を行うことが極めて重要である。

こうしたことから、「提供業務の質の向上」をもう一つの柱に据えることが必要と

考えられる。 

 

 

２．具体的事業計画 

（１）「業務運営基盤の更なる強化」に向けた施策 

① システム基盤の強化 

・ 清算システムの処理能力増強を最優先課題と位置付けるとともに、バックアッ
プ体制の整備・検討を進める。 

 
② 財務基盤の充実 

・ システム基盤の強化等に必要な対応を実施しつつ、決済履行スキームに必要な
内部留保を確保する。 
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（２）「提供業務の質の向上」に向けた施策 

①  リスク管理機能の強化 

・ 清算機関としての競争力確保の観点から、清算機関のリスク管理に関する国際

的な基準である CPSS-IOSCO 勧告を満たすための施策を推進する。 

・ 参加者に対するモニタリング業務をより効率的に行うための体制を整備する。 

 

② 提供業務に係る利便性向上・機能強化 

・ 我が国における市場横断的な清算・決済インフラとして、当社が提供する業務
について、参加者のニーズを吸収しながら、利便性の向上を図る。 
・ 海外でのプレゼンス向上に引き続き努めるとともに、国内・国外を問わず、他
の清算機関とのより踏み込んだ連携の可能性についても検討を行う。 

 
 

以 上 


